
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         全体会  （年１～２回） 

構成員：福祉関係機関・保健・医療・教育又は雇用・当事者団体 等 

・運営会議や部会・PJ からの活動に関する報告・協議 

・行政等に対する施策への提言 等 

            運営会議  （年４～６回） 

構成員：各部会長、PJ リーダー 等 

・障害者計画、障害福祉計画関連、差別解消支援地域協議会に関する取組み 

・自立協全体の構成、各部会・PJ の情報分析、地域研修等の全般的な取組み 等 

 【事務局】 
構成員：上尾・桶川・伊奈基幹相談支援センター 

・自立協全般における事務処理業務 

・各部会・PJ への参加・バックアップ業務等 

（令和５年度）上尾・桶川・伊奈地域自立支援協議会 組織図 

◆部会・・・数年間通して協議が必要であり常設が適している内容の協議体 

◆プロジェクト（ P J ）・・・目的達成・期間限定で取り組む内容の協議体 
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地域精神保健医療福祉研修プログラム 

の開発に関する研究チーム 
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生活介護支部 

GH 連絡会 

放デイ支部 

【行政】 
  構成員：上尾市・桶川市・伊奈町障害福祉部局 

・2 市１町担当制にて各会に参加、 

現状や課題の把握、助言等 




